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令和元年度 公立大学法人尾道市立大学 

第１回理事会・経営審議会 議事要旨 

 

 

１ 日時 令和元年６月１８日（火） 午後３時００分～午後４時３０分 
２ 場所 尾道市立大学Ｅ棟１階第１２０会議室 
３ 議事 

(1) 平成３０年度決算（案）について  

(2) 平成３０年度業務実績報告（案）について   
(3) 令和２年度教職員人事方針（案）について  
(4) その他（報告事項） 
   ① 令和元年度前期授業料減免の状況について 
   ② 公立大学法人尾道市立大学における研究活動に係る不正行為への対応に関する

規程の一部を改正する規程について（専決報告）  
４ 審議結果等 
 

(1)（第１号議案）令和元年度決算（案）について 
  【説明内容】 
   平成３０年度決算（案）について、説明。 
   

【主な質疑と応答、意見】 
 

    〇昨年（29 年度）は受取利息があったが、今回（30 年度）は０円となっているのはな

ぜか？定期預金への積立金が１億円あるとの説明があったが。 
    ●８月から 1 年間の積み立てとなっており、満期の到来を迎えていない。 
     その他の利息もあるが、千円に満たないため、千円表示では０表示となる。 
 
    〇私立大学では国債や県債などの資産運用を行っているが、行わないのか。 
    ●国立大学や私立大学は積極的な資産運用を行っているようだが、公立大学はそれには

至っていない。運用のみに回せるファンドがないため手を出しにくく、運用による収

益は得ていないのが現状である。 
 

【審議結果】 
第１号議案は、原案通り承認された。 
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(2)（第２号議案）平成３０年度業務実績報告（案）について 
【説明内容】 

平成３０年度業務実績報告（案）について、説明。 
 
【主な質疑と応答、意見】 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
【審議結果】 
  「奨学制度や授業料減免等、学生への経済支援の充実を図る」の中の【事務局総務】

の評価点数を３から４に変更し、特記事項に追記する。 
その他の第３号議案は、原案通り承認された。 

〇（資料２ P.43） 
「奨学制度や授業料減免等、学生への経済支援の充実を図る」の中の【事務局総務】

の成果の欄に、「授業料減免者が前年度５名から５６名に増加した。」と記載されて

いるが、これをどう評価するか？特記事項に記載するとともに、点数も３から４に

上げてもいいのではないか。 
●昨年は授業料の４％を授業料減免に充てることができた。これは公立大学の平均で

あるが、そのように評価していただけるのであれば、そのように変更する。 
 
〇（資料２ P.21） 

教養教育【教務委員会】の目標の中に「要対応学生」とあるが、具体的にはどのよ

うなことを行っているのか。 
●経済情報学部では取得単位が各学年の標準に満たない学生に学部長、コース長、指   

導教員による面談を実施している。 
●日文の入学試験で現代国語だけで入った学生は、往々にして古典の学力が低いため、

古典の導入教育を行っている。また、経済情報学科も同様に、数学を受験せず、英

語のみで入った学生に対しては、数学の導入教育を行っている。 
 
〇（資料２ P.18） 
「適切な学期制の検討･･･」の中≪経済情報学部≫の目標に、「クォーター制の導入

が不可欠」とまで記載しているが、来年度からどうするのか。 
●クォーター制は主には留学生のための制度であるが、今のところ留学生はそんなに

多くはない。実施するとなると、授業が週 2 コマとなって予習復習が追いつかない、

また、週 1 コマで 1 単位とすると内容が薄くなるなどの問題があり、今のところ導

入のメリットが感じられず、すぐの導入は考えられない。 
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(3)（第３号議案）令和２年度教職員人事方針（案）について 

 
  【説明内容】 
     教職員採用計画及び昇任計画等について、説明 
 
  【主な質疑と応答、意見】 
 
     〇教員の採用について、「任期付」としているが、「任期付」だと、院生などの若

手からの応募のみとなる可能性がある。ベテランの准教授など、即戦力となる

教員からの応募がないかもしれないが。 
●若手で構わないと考えている。「任期付」にはメリットとデメリットがあると承

知しているが、今回の導入の結果を見て判断したい。 
 

【審議結果】 
第３号議案は、原案通り承認された。 

 
 
(4) その他 

【報告事項】 
  令和元年度前期減免申請状況について、説明 

    公立大学法人尾道市立大学における研究活動に係る不正行為への対応に関する規程

の一部を改正する規程（専決報告）について、説明 
 
  【主な質疑と応答、意見】 
    それぞれ、特になし。 
 
 

 
議事終了 


